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　安中市国民健康保険の被保険者および市内に住
所を有する群馬県後期高齢者医療制度の被保険者
を対象に「日帰り人間ドック」の検診費助成を実
施します。希望する人は市役所窓口もしくは電子
申請でお申し込みください。
　なお、この人間ドックを受診すると、特定健康

診査〔後期高齢者健康診査〕を受診したことにな
ります。40歳以上75歳未満の人で内臓脂肪症候
群（メタボリックシンドローム）に該当すると判
定された人には、後日、特定保健指導利用券と利
用案内を送付しますので、特定保健指導を必ず受
けてください。

■対 ①国民健康保険人間ドック
　平成元年3月31日以前に生まれ、令和6年4月1日
現在、安中市国民健康保険加入者で、保険税を完納
している世帯の人（1世帯2人まで）
②高齢者人間ドック　
　令和6年4月1日現在、市内に住所を有する群馬県
後期高齢者医療制度加入者で、保険料を完納してい
る人
受付期間・場所
①■日 4月11日（木）
　■時 午前10時～午後5時15分
　■場 □本 保健センター1階、□松 住民福祉課窓口
②■日 4月12日（金）～22日（月）
　■時 午前8時30分～午後5時15分（土日除く）
　■場 □本 国保年金課窓口、□松 住民福祉課窓口
③■日 ・■時 4月11日（木）午前10時
　　　　   ～22日（月）午後5時15分
　■場 ぐんま電子申請受付システム（下記二次元コー
　ドから申請）
※混雑緩和のため、電子申請をご利用ください
※先着順ではありません
※受付期間を過ぎると申し込みできません
受付時に持参するもの
受診する人の保険証
※紙の保険証が必要です

検診費助成金　23,600円
（眼底検査実施時24,810円）
※検診費38,200円（眼底検査実施時39,432円）で
す。助成金との差額が自己負担金になります
※50歳以上の男性は、人間ドック負担金とは別に
510円（70歳以上は無料）を負担すると前立腺がん
検診が同時に受けられます
※追加分は全額自己負担ですが、各種オプション検
査など（視力検査・聴力検査・CA19－9（膵臓がん
マーカー）検査ほか）が可能な場合があります
受診期間　6月～12月
※詳細および休診日は各医療機関にお問い合わせく
ださい
検診機関　下表のとおり

注意事項
　検診費助成が決定した人でも、検診日当日までに
市外に転出した場合、また安中市国民健康保険、群
馬県後期高齢者医療制度の資格を喪失した場合は受
診できません。資格喪失後に受診した場合、検診費
助成金は返還していただきます。
　安中市国民健康保険特定健康診査または後期高齢
者健康診査との重複受診はできません。重複受診し
た場合、重複した分の受診費用は全額負担していた
だきます。

■問 □本 子ども課子ども育成係（☎内線1164）　□松 住民福祉課福祉子ども係（☎内線2153）
　□本 福祉課障害福祉係（☎内線1159）

■問 □本 国保年金課国保係（☎内線1113）
　□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2160）

児童・福祉 に関する手当のご案内国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ
日帰り人間ドック助成のご案内　－年に1度は健康チェックを－
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 児童手当
　15歳に達する日以降
の最初の3月31日まで
の児童を養育している人に支給さ
れます。（日本国内に居住する場
合）
○支給月額（児童1人あたり）
所得制限限度額未満（児童手当）
・0歳から3歳未満　15,000円（一

律）
・3歳以上小学校修了前　10,000

円（第3子以降は15,000円）

・中学生　10,000円（一律）
所得制限限度額以上、所得上限限
度額未満（特例給付）　
・5,000円（一律）
所得上限限度額以上
・支給されません
※主たる生計維持者の所得が所得
上限限度額以上の場合、児童手当
などは支給されません。支給され
なくなった後に所得が上限限度額
を下回った場合は、あらためて申
請が必要です
※公務員の人は勤務先で手続して

ください
※受給者が公務員になったとき、
公務員でなくなったときは、市と
勤務先に届出が必要です
○制度改正（令和6年10月分手当
から）
　児童手当の制度が大幅に改正さ
れる予定です。詳細が決まり次
第、市■HP でお知らせします。
※令和6年10月支給（9月分手当）
までは、現行制度で運用します

令和6年度　人間ドック実施医療機関
医療機関名

有坂内科医院
いわい中央クリニック
公立碓氷病院
櫻井内科医院

正田病院

須藤病院
田口医院
藤巻医院
本多病院
松井田病院
みやぐち医院

住　　　所
安中1－29－1
岩井2465－1
原市1－9－10
郷原130－5

安中1－16－32

安中3532－5
松井田町松井田372
松井田町松井田556
鷺宮205－1
松井田町新堀1300－1
原市3875

電話番号
☎381－0485
☎381－2201
☎385－8221
☎385－8551
☎395－5566

（検診受付窓口）
☎382－3131
☎393－1731
☎393－1324
☎382－1255
☎393－1301
☎384－1126

（50音順）

混雑緩和のため、電子申請を
ご利用ください

　ぐんま電子申請受付システ
ムを利用した申請方法です。
二次元コードを読み取り、申
請をしてください。

 児童扶養手当
　ひとり親もしくは、
それに相当する状態に
ある児童（父母が離婚・父または母
が一定基準以上の障害の状態にあ
る児童など）を対象とした制度
で、児童（18歳到達年度の末日

（一定基準以上の障害のある場合
は20歳未満）まで）を監護する

母、児童を監護し生計を同じくす
る父、父母に代わって児童を養育
している人に支給されます。
○支給月額（令和6年4月～）
全部支給の場合
第1子　45,500円
第2子　10,750円
第3子　  6,450円
一部支給の場合
　所得に応じて手当額が決まりま

す。
※受給資格者、扶養義務者の所得
が限度額以上の場合は、その年度
の手当の一部または全部が支給さ
れません
※受給資格要件や、所得制限限度
額など詳しくはお問い合わせくだ
さい
※手当を受給している人は8月に
現況届を提出する必要があります

 特別児童扶養手当
　心身に障害のある20
歳未満の児童を監護し
ている父もしくは母（どちらか所
得の高い方が受給者となる）、ま
たは父母に代わって児童を養育し
ている人に手当が支給されます。
○支給額　令和6年4月～（月額）
1級　55,350円
2級　36,860円
※児童が児童福祉施設などに入所
している場合や、障害を事由とす

る年金を受給できる場合は、手当
が支給されません
※受給資格者や配偶者、扶養義務
者などの所得に応じて、その年度
の手当の全部が支給されません
※受給資格要件、障害の程度、所
得制限限度額など詳しくはお問い
合わせください
※手当を受給している人は8月に
所得状況届を提出する必要があり
ます

　手当の支給は原則として申請
の翌月分から開始しますが、受
給中に次の事由が生じたときは
手続が必要です。
・住所や氏名に変更があったとき
・対象児童が増えた、減ったとき
・受給資格がなくなったとき　
　など
※手続が遅れると手当が受給で
きない月が生じたり、受給した
手当を返還してもらうことがあ
るので注意してください

 障害児福祉手当
対象児
　在宅で重度の障害があり、日常
生活において常時介護を必要とす
る20歳未満の人。ただし、障害
を支給事由とする給付を受けてい
る人や社会福祉施設などへ入所中
の人は除きます。
支給額　月額15,690円（令和6年
4月～）

 特別障害者手当
対象者
　在宅で著しく重度の障害があ
り、日常生活において常時特別な
介護を必要とする20歳以上の
人。ただし、社会福祉施設などへ
入所中、または病院に3か月以上
入院している人は除きます。
支給額　月額28,840円（令和6年
4月～）

※障害児福祉手当は、特別児童扶
養手当と併せて受給できます
※受給資格者や配偶者、扶養義務
者などの前年の所得に応じて、手当
の全額が停止されることがあります
※手当を受給している人は、8月
に所得状況届を提出する必要があ
ります
※受給資格要件、障害の程度、所
得制限限度額など詳しくはお問い
合わせください


